
 115

 
 
 

資 料 
 

男女共同参画に関する施策苦情処理要領 

平成１６年８月２３日制定 

平成２０年４月１日改正 

平成２２年４月１日改正 

１ 趣旨 

    この要領は、和歌山県男女共同参画推進条例（平成１４年和歌山県条例第１４号）第２２条に規定す

る苦情の申出の処理に関し、必要な事項を定める。 

２ 申出者 

  苦情の申出者は、県民若しくは事業者又は県内に在勤若しくは在学する者とする。 

３ 苦情 

   処理をする苦情は、県が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施

策に関するものとし、男女共同参画に係る私人間の人権侵害に関する苦情及び個々の県民等に対して行

った許認可、審査、取締、紛争処理又はこれらに類する行為に関する苦情は含まない。 

４ 窓口 

  申出の窓口は、環境生活部県民局青少年・男女共同参画課とする。なお、青少年・男女共同参画課以

外の部署に申出があったときは、青少年・男女共同参画課に連絡を取り、適切に処理するものとする。 

５ 申出の方法 

   申出は、原則として、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は電子メールにより行うものとする。 

    ただし、特別の理由があるときは、口頭により申出を行うことができるものとし、その場合、職員は

その内容を聴取し、書面に記載するものとする。 

（１）申出をする者の住所、氏名（法人その他の団体にあっては、事務所の所在地並びに名称及び代表者

の氏名）及び電話番号 

（２）苦情を申し出る県の施策 

（３）苦情の内容及び意見 

（４）他の機関への相談等の状況 

（５）申出の年月日 

６ 処理の方法 

（１）青少年・男女共同参画課が苦情の申出を受け付けたときは、速やかに当該申出に関する施策を担当

する課（室）（以下「施策担当課」という。）に送付するものとする。 

（２）回付を受けた施策担当課は、青少年・男女共同参画課と協議の上、申出の処理を行う。 

（３）申出を処理する上で、男女共同参画審議会の意見を聴く必要があると認めるときは、速やかに、青

少年・男女共同参画課は意見聴取の手続きをとるものとする。 

７ 個人情報の保護 

    申出の処理に当たっては、個人情報の保護に留意するものとする。 

８ 回答 

（１）申出に対して、青少年・男女共同参画課が、知事名の文書で速やかに回答する。 

（２）回答文案については、施策担当課が作成するものとする。 

９ 報告及び公表 

    申出の処理状況等について、直近に開催される男女共同参画社会推進本部及び男女共同参画審議会に

報告するとともに、年次報告として公表するものとする。 

10 他の苦情申出との関係 

    本要領に基づく申出以外の苦情申出において、その内容が、県が実施する男女共同参画施策又は男女

共同参画に影響を及ぼすと認められる施策に関する事項を含んでいる場合は、その処理に当たっては、

上記６（２）、（３）及び８（２）の処理を併せて行う。 
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男女共同参画に関する施策苦情処理申出書 

 

                               年  月  日 

 

 

 和歌山県知事 様 

 

                    （申出者） 
                         〒 
                     住  所 
 
                                          氏  名 
 
                                          電話番号 

 

 和歌山県男女共同参画推進条例第２２条により、県が実施する男女共同参画施策又は男女共同

参画に影響を及ぼすと認められる施策について、次のとおり苦情の申出をします。 

 

 申し出る県の施策 

（どの機関の、どの施策に対

する苦情なのか） 

 

 

  苦情の内容及び意見 

(どのような問題があるのか、

また改善するとすればどうす

ればよいのかなど、できるだ

け具体的に) 

 

 

 

  他 の 機 関 へ の          

  相 談 等 の 状 況          

 

   □している       □していない        

 

（相談等している場合には、具体的に記入してください。） 

※ 申出者が法人等にあっては、住所及び氏名は、事務所の所在地及び名称、代表者の氏名を 

記入してください。 


